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概
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所
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を
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事
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所
の
長
を
経

二二二

四
十
六
年
山
口
県
規
則
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五

事
業
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講
習
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一
万
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林
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技
術
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時

間

項
の
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定
に
よ
り
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業
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苗

事
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井

関

成

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の

種

別

級

公

安

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年

の
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

時
間
外
勤
務
手
当
、
休

正
す
る
規
則

時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤

県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

第
二
条
第
四
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
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平
成
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十
三

人

事

時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤

る
規
則
を
こ
こ
に
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布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五

受
講
申
込
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
三
年
三
月
十
七

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ

九
三
三

三
四
八
五
）
又

種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

受
検
定
員

委

員

会

九
号

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
三
条

る
。

日
勤
務
手
当
及
び
夜
間
勤
務
手
当

務
手
当
及
び
夜
間
勤
務
手
当
の
支

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委

員

会

務
手
当
及
び
夜
間
勤
務
手
当
の
支

一
号

日
（
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曜
日
）

い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林

は
最
寄
り
の
農
林
事
務
所
に
す
る

三

山
口
県
公
安
委
員
会

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
警
備
員

の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
山

。 給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

山
口
県
人
事
委
員
会

水
産
部
森
林
整
備
課
（
電
話
〇
八

こ
と
。
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人

事

委
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安

委
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る
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面
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に
該
当
す
る
者
に
あ

山
口
県
内
に
住
所
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有
す
る
者
に

が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の

あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口

提
出
書
類

検
定
申
請
書

添
付
書
類

１

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る

２

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て

も
の公

安
委
員
会
が

に
掲
げ
る
者

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日
（
月
曜

午
後
五
時
十
五
分
ま
で
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お
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受
付
期
間
内
で
も
、
申
請

と
す
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。

検
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申
請
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場

所

山
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市
仁
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郷
一
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口
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察
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検
資
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す
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又
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す
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す
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検
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該
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を
受
け

交
通
誘
導
警
備
業
務

一
級

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場

学
科
試
験

日

時

平
成
二
十
三
年
六
月

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一

山
口
県
警
察
本
部

実
技
試
験

日

時

平
成
二
十
三
年
七
月

っ
て
は
、
交
通
誘
導
警
備
業
務

あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が

所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す

県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管

者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の

は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営

と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力

間日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金
曜
日

者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た

四
五
九
番
地

は
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す

在
住
警
備
員
」
と
い
う
。
）
で

定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付

た
後
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事

三
十
名

所九
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
十
時

号十
六
日
（
土
曜
日
）
の
午
前
九

二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明

警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

轄
す
る
警
察
署

住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

を
有
す
る
と
認
め
る
者

）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か

と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

る
警
備
員
の
う
ち
山
口
県
外
に

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る

か
ら
正
午
ま
で

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す

学
科
試
験

日

時

平
成
二
十
三

場

所

山
口
市
滝
町

山
口
県
警
察

実
技
試
験

日

時

平
成
二
十
三

場

所

山
口
市
仁
保

山
口
県
警
察

三

受
検
資
格

検
定
に
つ
い
て
の
問
合

三

九
三
三

〇
一
一
〇

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の

種

別

級

交
通
誘
導
警
備
業
務

二

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た

九

そ
の
他

警
笛
は
、
受
検
当
日
各

検
定
申
請
書
は
、
山
口

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ

書
の
写
し
及
び
警
備
業

４

三
の

に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る

七

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し

る
者
又
は
県
外
在
住
警
備
員
で
あ

年
六
月
九
日
（
木
曜
日
）
の
午
前

一
番
一
号

本
部

年
七
月
二
日
（
土
曜
日
）
の
午
前

下
郷
一
四
五
九
番
地

学
校

せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安

内
線
三
〇
一
七
）
に
す
る
こ
と
。

種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

受
検
定
員

級

三
十
名

及
び
場
所

警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

自
持
参
す
る
こ
と
。

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ

属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所

あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口

と
。

者
等
が
発
行
す
る
当
該
警
備
業
務

者
に
あ
っ
て
は
、
一
級
検
定
受
検

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

こ
と
。
）
二
枚

山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書

な
い
こ
と
。

る
こ
と
。

十
時
か
ら
正
午
ま
で

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇

て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員

在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警

県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄

の
従
事
期
間
に
関
す
る
証
明
書

資
格
認
定
書
の
写
し

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及

の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ

四

八 で察す 撮びの



平成 年 月 日 金曜日

九

山 口 県

七
収

八

（定期）報

者に
六

第 号

四
らの

五

そ
の
他

警
笛
は
、
受
検
当
日
各
自
持
参

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、

三

九
三
三

〇
一
一
〇
内
線
三

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県

入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署

が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の

あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口

提
出
書
類

検
定
申
請
書

添
付
書
類

１

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る

２

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て

る
書
面

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日
（
月
曜

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請

と
す
る
。

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に

す
る
こ
と
。

住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は

山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地

は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内

山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部

〇
一
七
）
に
す
る
こ
と
。

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

）
二
枚

収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下

と
。

に
お
い
て
交
付
す
る
。

所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す

県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管

者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の

は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営

間日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金
曜
日

者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た

あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が

住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

轄
す
る
警
察
署

住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か

と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

三

上

表
中

区
画

雑

正

誤

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
二

ペ
ー
ジ

段

箇
所

道
路
十

一
号

報

日
山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

誤

五

区
画
道
路
十

一

（
道
路
の
指
定
）正

雑

報



平
成
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十
三
年
三
月
四
日
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十
三
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三
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四
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


